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津市告示第２１６号 

 下記の者の配当計算書謄本、充当通知書は、住所居所不明のため、送達する

ことができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部特別滞納整理推進室

で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年９月２日 

津市長 前 葉 泰 幸  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 催告書兼納付明細書、津

市固定資産税都市計画

税督促状、差押書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２１７号 

 下記の者の差押調書（謄本）は、住所居所不明のため、送達することができ

ないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年９月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○○ ○○ 差押調書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２１８号 

下記の者の平成２５年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年９月５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



津市告示第２１９号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条２項の

規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項

の規定により次のとおり告示する。 

 平成２５年９月５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津球場公園 １ 平成２５年 ８月 ２日 

白塚町地内 １ 平成２５年 ８月 ７日 

西丸之内地内 １ 平成２５年 ８月１３日 

高茶屋小森町地内 ４ 平成２５年 ８月１３日 

安濃町荒木地内 １ 平成２５年 ８月１５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成２５年 ８月１６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ８月１９日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ８月１９日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２５年 ８月２１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ８月２２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ８月２２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２５年 ８月２３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ８月２６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ８月２６日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ８月２６日 

白塚町地内 １ 平成２５年 ８月２７日 

一身田大古曽地内 １ 平成２５年 ８月２７日 

栗真町屋町地内 １ 平成２５年 ８月２７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ８月２９日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  



０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２２０号

 津市白山生活排水処理施設の使用料金徴収事務の一部を次の者に委託したの

で地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定によ

り告示する。

  平成２５年９月６日

                   津市長 前 葉 泰 幸

受託者

   津市白山町川口北区長    渡邉 壽美男

   津市白山町川口中区長   村上 香

   津市白山町川口南区長  岩田 邦昭

   津市白山町大角区長  中谷 秀也

   津市白山町双川区長  谷口 達也





津市公告第１３８号 

 次のとおり一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８年津市

規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

  平成２５年９月２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 入札に付する事項 

 件名 市有地の売却に係る一般競争入札 

 物件の概要 

物件番号 所 在 地 地 目 面積 区域区分等 

１ 

津市藤方字西大田 

５４６番 
雑種地 5,621㎡ 

市街化区域 

準工業地域 

津市藤方字西大田 

５４６番２ 
雑種地 226㎡ 

市街化区域 

準工業地域 

津市藤方字西大田 

５５２番 
雑種地 5,759㎡ 

市街化区域 

準工業地域 

津市藤方字西大田 

５６３番２ 
雑種地 8,441㎡ 

市街化区域 

準工業地域 

津市藤方字西大田 

５７１番１ 
雑種地 10,516㎡ 

市街化区域 

準工業地域 

 合  計 30,563㎡ 

２ 入札参加申込 

 受付期間及び時間 

   平成２５年１０月１５日（火）から１０月３０日(水)までの各日午前９

時から午後４時まで（ただし、公休日のため１０月２４日（木）を除く。） 

 受付場所 

 三重県津市藤方６３７番地 

津市競艇事業部（事務所棟２階）競艇管理課 

３ その他 

契約条件、参加資格・手続その他入札に必要な事項は、別紙「市有地の売

却に係る一般競争入札実施要領」のとおりです。 
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市有地の売却に係る一般競争入札実施要領 

                         津市競艇事業部競艇管理課 

次の物件の売却に係る一般競争入札に参加される方は次の事項を御承知のうえ、入札に参加

してください。 

１ 入札対象物件 

物件 

番号 
所 在 地 地目 面積（実測） 用途地域 最低入札価格 

１ 

津市藤方字西大田546番 

雑種地 

5,621㎡

市街化区域 

準工業地域 
899,614,100円 

津市藤方字西大田546番2 226㎡

津市藤方字西大田552番 5,759㎡

津市藤方字西大田563番2 8,441㎡

津市藤方字西大田571番1 10,516㎡

計 30,563㎡

２ 入札参加の資格 

  入札に参加できる者は、個人及び法人とし、次の各号に掲げる条件を全て備える者とします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に基づく一般競争入札の参加者の資格を有する

者であること。 

（２）津市建設工事等指名停止基準による指名停止を受けていないこと。 

（３）国税、地方税を滞納していないこと。 

（４）公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれ

のある団体に属する者でないこと。 

（５）自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次に掲げる者がそ

の経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若

しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
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３ 入札参加申込み 

（１）申込手続 

ア 入札参加希望者は、申込期間内に申込みに必要な書類を受付場所へ直接持参してく

ださい。

イ ２者以上の共有による申込みも可能です。（ただし、共有の申込者全員が参加資格を

有し、申込みにおける添付書類も必要です。） 

ウ 郵送、電話、ファックス及びＥメールによる申込みはできません。 

エ 申込手続が完了したときは、「一般競争入札参加者証」をお渡ししますので、これを

入札日に必ず持参してください。 

（２）申込みに必要な書類 

提出書類は原本を各１部提出してください。申込みに際して提出された書類は、理由

にかかわらず一切返却いたしませんので御了承ください。 

ア 入札参加申込書（実印で押印のこと）…所定の様式 

イ 印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書）（発行後３か月以内） 

  ※入札参加申込書に押印のもの。 

ウ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）…法人のみ（発行後３か月以内） 

エ 身分証明書(破産に関する証明書)…個人のみ（発行後３か月以内） 

※本籍地の市区町村で交付を受けてください 

オ 過去２年間に滞納がないことの証明書 

  完納証明書（ただし、市区町村において完納証明書が発行できない場合は、滞納が

ないことを証明する納税証明書） 

（ア）法人の場合 

  法人税、消費税、固定資産税、法人市区町村都道府県民税（特別徴収分）、法人市

民税、事業税及び不動産取得税 

（イ）個人の場合 

所得税、固定資産税、市区町村都道府県民税 

カ 宣誓書…所定の様式 

キ 入札保証金に関する届出書…所定の様式 

（３）入札保証金について 

この入札に参加するには、入札日までに入札保証金を現金又は地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１５６条第１項第１号に規定する小切手で納付してください。 

ア 入札保証金は、44,990,000円（最低入札価格の5％、1万円未満切上げ）とします。 

１．申込期間及び受付時間  

平成２５年１０月１５日（火）から１０月３０日（水）の各日午前９時から午

後４時まで。ただし、公休日のため、平成２５年１０月２４日（木）は除きます。 

２．受付場所  

三重県津市藤方６３７番地 

津市競艇事業部（事務所棟２階）競艇管理課 
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イ 納付場所は、津市役所本庁舎１階の会計管理室で、土曜、日曜、祝祭日を除いた午前

９時から午後３時の間に納付してください。 

   ウ 納付時に入札保証金保管証書を交付しますので、入札日当日に提示してください。 

エ 落札者については、市有財産売買仮契約を締結する際に、契約保証金に充当します。 

落札者以外の者が納付した入札保証金は、入札の申込みの際に提出された届出書に

基づき、所定の手続きの後、指定された口座にお返しします。 

   オ 入札保証金には、本市での受入期間についての利息は付きません。 

４ 入札及び開札 

（１）入札日時 平成２５年１１月５日（火）午後１時３０分 

（２）入札会場 津市役所（本庁舎７階）入札室（津市西丸之内２３番１号） 

（３）持参物等（当日入札会場にお持ちいただくもの） 

ア 一般競争入札参加者証 

イ 入札書及び入札書用封筒 

ウ 入札者確認票 

エ 入札保証金保管証書 

（４）落札者の決定 

ア 本市が定める予定価格以上の最高の価格の入札者をもって落札者と決定します。な

お、この実施要領に示す最低入札価格を予定価格とします。 

イ 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、当該同価の

入札者によるくじ引きによって落札者を決定します。なお、落札者となる同価の入札

をした者は、くじを引くことを辞退することはできません。 

   ウ 落札者には、入札終了後、契約手続の説明を行います。 

 （５）入札結果の公開 

落札者及び落札金額は、津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成１８年津市条例第５３号）第３条の規定により議案として公開されます。 

（６）注意事項 

   上記のほか、別紙「競争入札参加者心得」に記載する事項を承諾の上、入札に参加す

るものとします。 

５ 契約の締結等

（１）契約の締結及び確定 

ア 落札者は、下記の契約保証金を納付し、落札内容をもって本市と仮契約を締結しま

す。 

この仮契約は、津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第３条の規定による津市議会の議決を経た時に確定（平成２５年１２月下旬予定）

し、議決後直ちに本契約としての効力が生ずるものとなります。 

イ 落札者が、正当な理由なく平成２５年１１月１２日（火）までに仮契約を締結しな

いときは、落札の効力を失い、既納の入札保証金は本市に帰属し、お返ししません。 
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（２）契約保証金 

ア 契約保証金は、落札金額の１０％（1万円未満切上げ）とします。 

イ 入札保証金の全額を契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納入通知書によ

り納付していただきます。 

ウ 契約保証金の納付が、契約締結の条件となりますので、上記仮契約の締結までに納

付してください。 

エ 契約保証金は、売買代金との差額の支払いと同時に、売買代金に充当します。 

（３）売買代金の支払い 

    売買代金と契約保証金との差額を、平成２６年２月１０日(月)までに納付してくださ

い。 

（４）契約費用及び公租公課等 

ア 契約の締結及び履行に関しての必要な一切の費用は、落札者の負担とします。 

イ 所有権は、売買代金完納と同時に移転します。登記の手続きは本市が行いますが、

所有権の移転登記に必要な登録免許税（印紙税）は、落札者の負担となります。

ウ 落札者を義務者として課される公租公課は、落札者の負担となります。 

（５）引渡し 

 売払物件は所有権の移転完了後、現状有姿で引き渡しを行います。現状とは、｢物件の

現在における状況の姿のまま｣との意味であり、契約締結後、瑕疵が発見された場合、市

は一切の責任を負いません。 

６ 契約に係る特約事項 

  買受人に対しては、契約において次の条件を付します。

  内容については、別紙「市有財産売買仮契約書（案）」第２条を参照してください。

（１）譲渡の禁止

   契約締結の日から５年間は、当該物件における所有権の移転を禁止します。ただし、

あらかじめ理由を付した書面を提出し、本市が承認した場合を除きます。

（２）用途制限等

市有財産売買仮契約書（案）第２条第１項に定める用途制限のほか、同契約書（案）

中の別紙「土地利用における条件」を遵守するものとします。

（３）契約の解除

   ア 買受人が契約書の各条項に違反したとき、指定した期日までに売買代金等の支払い

がなされないとき、又は契約に定められた義務を履行しないときは、本市は契約を解

除することができます。

   イ 上記により契約が解除されたときは、買受人は、本市の指示する期間内に自己の費

用で土地を原状に回復して本市に引き渡さなければなりません。

（４）実地調査の協力

    用途制限等の禁止条件の履行状況を確認するため、本市の求めにより随時登記事項証

明書等の提出や実地調査等に協力していただく場合があります。
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７ その他条件等 

（１）建物の建築に当たっては、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）等による指導がなされる場合がありますので、あらかじめ各

自で関係機関に御確認ください。 

（２）その他契約に係る条件等について、市有財産売買仮契約書（案）を十分に御確認くだ

さい。 

８ 現地説明会、質問等 

（１）本件土地の現地説明会は開催しませんので各自で物件の下見等を行ってください。現

地への立入りを希望する場合は、貸付人職員立会いの下で可能としますので、申し出て

ください。（無断での敷地内への立入りは禁止します。） 

（２）本件土地に係る不動産鑑定書について、申込受付場所における閲覧は可能です。 

（３）物件調書・位置図等は参考資料として御利用ください。位置図は、道路の整備や建物

の新築などにより現況と相違している可能性がありますが、その場合は現況が優先しま

す。 

また、土地の利用制限等については、あらかじめ各自で関係機関に御確認ください。

（４）本実施要領の内容等について質問がある場合は、所定の質問票に必要事項を記入の上、

ファックスで送信してください。回答はファックスで行います。なお、電話及び口頭で

の質問は受け付けません。 

ファックス：０５９－２２２－８２１０ 

質問の受付期間：本件公告の日から平成２５年１０月１１日（金）午後３時（必着）

まで 

    回答については、平成２５年１０月１５日頃、質問者にファックスで回答するととも

に、質問及び回答の内容のみを津市ホームページで公表します。 



面　積 地 目

そ
の
他
参
考
事
項

住　居　表　示 　　　　　―

都 市 ガ ス

　市街化区域

雑種地

電      気

高度制限

60%

―

     配　管　等　の　状　況

現況面積
及び地目等

そ の 他

建ぺい率

　西側市道　舗装道路　幅員約６ｍ
　南側及び東側は水路

　津市藤方字西大田５４６番

周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しない。

用途地域 準工業地域

地 目
面　積
(実測)

5,621㎡

5,621㎡ 雑種地

200%

　ＪＲ(高茶屋）　南西方約1.9㎞圏（直線）

　北西方約2.5㎞圏（直線）

　北西方約1.1㎞圏（直線）公共施設等

　津市役所

　藤水小学校

　橋南中学校

　北西方約4.3㎞圏（直線）

交通機関 鉄  道

官 庁 等

小 学 校

中 学 校

※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。必ず入札参加者御自
身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

―

地　番　別　物　件　調　書

水　　  道

下　水　道

容 積 率

防火指定

供 給 処 理
施設の状況

接面道路の幅
員及び構造等

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画法等

その他法制限

所　 在 　地

登記簿記載事項

・隣接地との境界は確定している。
・当該地内に、排水路機能は有しているものの水路敷が存在しない排水路が存在。
・隣接不動産等周囲の状態…西側道路、南側民地、東側水路、北側は市有地546-2の売却
　予定地。
・形状…かぎづめ形
【残存する構造物】
・バックネット（１か所）
・同上周囲支柱（１１本）
・周囲を囲むフェンス
・簡易トイレ（１基）※汚水槽内部は清掃済



面　積 地 目

そ
の
他
参
考
事
項

そ の 他

地　番　別　物　件　調　書

所　 在 　地 　津市藤方字西大田５４６番２

住　居　表　示 　　　　　―

登記簿記載事項 226㎡ 雑種地

現況面積
及び地目等

面　積
(実測)

226㎡ 地 目 雑種地

接面道路の幅
員及び構造等

　西側市道　舗装道路　幅員約６ｍ
　東側は水路

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画法等

　市街化区域 用途地域 準工業地域

建ぺい率 60% 容 積 率 200%

高度制限 ― 防火指定 ―

その他法制限

交通機関 鉄  道 　ＪＲ(高茶屋）　南西方約1.9㎞圏（直線）

周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しない。

供 給 処 理
施設の状況

     配　管　等　の　状　況

電      気

水　　  道

下　水　道

都 市 ガ ス

・隣接地との境界は確定している
・当該地は、水路敷の跡地であるため、地中に水路跡の構造物が存在する場合もある
・隣接不動産等周囲の状態…西側道路、東側水路、南側571-1及び北側546は市有地であるが
　売却予定地
・形状…東西に長い長方形
【残存する構造物】
・東側、西側のフェンス

※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。必ず入札参加者御自
身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

公共施設等

官 庁 等 　津市役所 　北西方約4.3㎞圏（直線）

小 学 校 　藤水小学校 　北西方約1.1㎞圏（直線）

中 学 校 　橋南中学校 　北西方約2.5㎞圏（直線）



面　積 地 目

そ
の
他
参
考
事
項

そ の 他

地　番　別　物　件　調　書

所　 在 　地 　津市藤方字西大田５５２番

住　居　表　示 　　　　　―

登記簿記載事項 5,759㎡ 雑種地

現況面積
及び地目等

面　積
(実測)

5,759㎡ 地 目 雑種地

接面道路の幅
員及び構造等

　東側市道　舗装道路　幅員約６ｍ
　北側及び南側は水路

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画法等

　市街化区域 用途地域 準工業地域

建ぺい率 60% 容 積 率 200%

高度制限 ― 防火指定 ―

その他法制限

交通機関 鉄  道 　ＪＲ(高茶屋）　南西方約1.9㎞圏（直線）

周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しない。

供 給 処 理
施設の状況

     配　管　等　の　状　況

電      気

水　　  道

下　水　道

都 市 ガ ス

・隣接地との境界は確定している
・隣接不動産等周囲の状態…西側民地、東側市道、南側及び北側は水路
・形状…比較的正方形に近い
【残存する構造物】
・周囲を囲むフェンス

※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。必ず入札参加者御自
身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

公共施設等

官 庁 等 　津市役所 　北西方約4.3㎞圏（直線）

小 学 校 　藤水小学校 　北西方約1.1㎞圏（直線）

中 学 校 　橋南中学校 　北西方約2.5㎞圏（直線）



面　積 地 目

そ
の
他
参
考
事
項

・隣接地との境界は確定している
・隣接不動産等周囲の状態…南側に水路と民地、東側と北側及び西側は市道
・敷地内に、電力供給に伴う支線有り
・形状…比較的正方形に近い
【残存する構造物】
・西側中央部分に看板の構造物（１基、鉄骨及び基礎コンクリート造）
・周囲を囲むフェンス

※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。必ず入札参加者御自
身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

公共施設等

官 庁 等 　津市役所 　北西方約4.3㎞圏（直線）

小 学 校 　藤水小学校 　北西方約1.1㎞圏（直線）

中 学 校 　橋南中学校 　北西方約2.5㎞圏（直線）

交通機関 鉄  道 　ＪＲ(高茶屋）　南西方約1.9㎞圏（直線）

―

その他法制限周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しない。

供 給 処 理
施設の状況

     配　管　等　の　状　況

電      気

水　　  道

下　水　道

都 市 ガ ス

そ の 他

接面道路の幅
員及び構造等

　東側市道　舗装道路　幅員約６ｍ　　北側市道　舗装道路　幅員約2.7ｍ
　西側市道　舗装道路　幅員約10ｍ
　南側は水路

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画法等

　市街化区域 用途地域 準工業地域

建ぺい率 60% 容 積 率 200%

高度制限 ― 防火指定

登記簿記載事項 8,441㎡ 雑種地

現況面積
及び地目等

面　積
(実測)

8,441㎡ 地 目 雑種地

地　番　別　物　件　調　書

所　 在 　地 　津市藤方字西大田５６３番２

住　居　表　示 　　　　　―



面　積 地 目

そ
の
他
参
考
事
項

・隣接地との境界は確定している
・隣接不動産等周囲の状態…東側に水路、南側は市有地546-2の売却予定地
・形状…長方形
【残存する構造物】
・バックネット（１か所）
・便所（汲取式１棟、汚水槽内部は清掃済）
・木製ベンチ（８基）
・水飲み、足洗い場（１か所、コンクリート製、蛇口４か所）
・スコアボード（１基、スチール製）
・スチール机（７台）、折りたたみ机（５台）、いす（３脚）
・ドラム缶（２個）
・ピッチングマシーン（１基）
・周囲を囲むフェンス
・グランドローラー（１台）
・鉄製ボックス（１台）
・木材（φ30㎝　Ｌ＝1ｍ～1.5ｍ）（２０本）

※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料です。必ず入札参加者御自
身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

公共施設等

官 庁 等 　津市役所 　北西方約4.3㎞圏（直線）

小 学 校 　藤水小学校 　北西方約1.1㎞圏（直線）

中 学 校 　橋南中学校 　北西方約2.5㎞圏（直線）

交通機関 鉄  道 　ＪＲ(高茶屋）　南西方約1.9㎞圏（直線）

―

その他法制限周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しない。

供 給 処 理
施設の状況

     配　管　等　の　状　況

電      気

水　　  道

下　水　道

都 市 ガ ス

そ の 他

接面道路の幅
員及び構造等

　西側市道　舗装道路　幅員約６ｍ　　北側市道　舗装道路　幅員約2.5ｍ
　東側は水路

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画法等

　市街化区域 用途地域 準工業地域

建ぺい率 60% 容 積 率 200%

高度制限 ― 防火指定

登記簿記載事項 10,516㎡ 雑種地

現況面積
及び地目等

面　積
(実測)

10,516㎡ 地 目 雑種地

地　番　別　物　件　調　書

所　 在 　地 　津市藤方字西大田５７１番１

住　居　表　示 　　　　　―



対象地

位 置 図

津市モーターボート津市モーターボート競走場

Ｎ



津市公告第１３９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年９月２日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年８月２８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市垂水字法ヶ広１９１２番１、１９１４番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市垂水８２７番地 

  奥田 稲男 



津市公告第１４０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年９月５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年９月２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市白塚町字白池２２７番２３ほか５筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市阿古曽町８番１８号

ハウスセンターオカベ株式会社 

代表取締役 岡部 勇 



津市公告第１４１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年９月５日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年８月３１日

２ 抑留期間 平成２５年９月６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市安濃町

田端上野 
雑種 白 雌 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

２ 
津市安濃町

田端上野 
雑種 白 雌 中型 

９１日

以上 

首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２
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津市公告第１４２号 

 次のとおり一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８年津市

規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

平成２５年９月６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 入札に付する事項 

 件名  市有財産売却に係る一般競争入札 

 物件の概要 

２ 入札参加の資格 

入札に参加できる者は、個人及び法人とし、次のいずれにも該当しない者

とします。 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法

の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）、固定資産税・都市計画税

及び軽自動車税を滞納している者 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定す

る公有財産に関する事務に従事する津市職員 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又

は第２項各号に該当すると認められる者 

 津市が定める津市インターネット公有財産売却ガイドライン及びヤフオ

ク！に関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者（以下「暴力団員」と

いう。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員等

（法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。）であ

物件番号 

（区分番号） 
物件所在地 地目 面 積 区域区分等 

１ 

津市白山町二本木

字わちの 3839 番

34 

宅地 137.35 ㎡
都市計画区

域外 
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る法人 

 当該物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２

号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所その他これに類

するものの用に供しようとする者 

 暴力団員がその経営に実質的に関与している法人 

 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を

加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者 

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与してい

る者 

 暴力団又は暴力団員と、社会的に非難されるような関係を有している者 

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している

者 

 公有財産の買受について一定の資格その他の条件を必要とする場合で、

これらの資格などを有していない者 

 ２０歳未満の者 

 日本語が理解できない者 

 日本国内に住所及び連絡先がない者 

３ 入札参加申込み 

 入札参加仮申込み 

  ア 仮申込期間 

平成２５年９月６日（金）１３時から９月２６日（木）１４時まで 

  イ 仮申込みの方法 

ヤフオク！の提供するインターネット公有財産売却システム（以下

「売却システム」という。）から行います。 

 入札参加申込み（本申込み） 

ア 申込期間 

平成２５年９月６日（金）１３時から９月２６日（木）１４時まで 

イ 申込みの方法 

仮申込みを行った後、次の書類を津市政策財務部財産管理課へ提出し

てください。 

 入札参加申込みに伴う提出書類 
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ア 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座

振替依頼書（以下「申込書」という。） 

津市ホームページから、所定の様式を出力の上、実印で押印のこと。 

イ 住民票の写し（法人の場合は、商業登記簿謄本） 

ウ 印鑑登録証明書（法人の場合は、印鑑証明書） 

印鑑登録証明書（印鑑証明書）は申込書に押印のものとします。 

  エ 市町村税完納証明書 

※ 完納証明書を発行していない市町村の場合は、以下の証明書 

・ 市町村民税の納税証明書又は非課税証明書（平成２４年度分 

及び平成２５年度分） 

・ 固定資産税・都市計画税の納税証明書又は非課税証明書（平

成２４年度分及び平成２５年度分） 

・ 軽自動車税の納税証明書又は非課税証明書（平成２４年度分

及び平成２５年度分） 

オ 委任状、受任者本人の印鑑登録証明書及び住民票の写し（代理人によ

り入札に参加する場合のみ） 

カ 共同入札申出書（一つの不動産を複数の者で共有する目的で入札参加

する場合のみ） 

※ 提出書類のうち、イ、ウ、エについては、いずれも申込日において、

発行後３か月以内のものに限ります。 

※ 複数物件を申し込まれる場合は、提出書類ア、オ、カについては物件

ごとに１部提出、イ、ウ、エについては、１部のみ提出してください。 

※ 不動産を共同入札する場合は、共同入札者全員の住民票の写し及び印

鑑登録証明書並びに共同入札申出書を提出することが必要です。 

※ 一度ご提出いただいた書類は、理由にかかわらず一切返却できません。 

 入札参加申込みに当たっての留意事項 

 ア 売払物件については、現状での引渡しとなります。現状とは、「物件

の現在における状況の姿のまま」との意味であり、その状況を承知の上

入札してください。 

イ 土地の申込みに当たっては、関係公募などの閲覧により十分に調査を

行い、必ず現地を事前に確認してください。 

ウ 買い受けた土地に建物を建築できるか否かについては、購入者が関係

機関に確認を行うものとします。 
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また、進入路、敷地出入口などの加工は、購入者が関係機関に確認の

上、建築基準法、都市計画法及び道路法などの関係法令に従い、購入者

の負担により行うこととなります。 

エ 落札後の契約及び所有権移転登記は、原則として、申込書に記載され

た申込者及び共同入札申出書に記載された共有者の名義で行います。 

オ 共有する目的で申込みをされる場合、共同入札者全員が、入札参加の

資格を有することが必要です。 

カ 入札参加申込物件の変更及び取下げは、申込みの受付期間内に限って

行うことができます。 

キ 本申込みの受付は、郵送（書留等の記録が残る方法で送付してくださ

い。）又は直接持参の方法により行ってください。電話（ファックスを

含みます。）等による申込受付は行いません。 

ク 入札参加申込手続が完了したときは、「本申込完了」に係る電子メー

ルを送信します。 

４ 物件見学会 

  売払物件（土地）の現地説明会等は開催しませんので、御了承ください。 

※ 随時売払物件の敷地を見ていただくことは可能です。 

５ 予定価格（最低入札価格）と入札保証金 

 予定価格と入札保証金の額は次のとおりです。 

物件 

番号 
物件所在地 

予定価格（最低

入札価格） 
入札保証金の額 

１ 
津 市 白 山 町 二 本 木 字 わ ち の

3839 番 34 
1,322,250 132,225

 入札参加希望者は、入札保証金として、上表の右欄に掲げる金額を入札

開始３開庁日前（平成２５年１０月７日（月））までに、津市が指定する

金融機関口座に納付してください。金融機関口座については、入札参加仮

申込手続を津市が確認した後、電子メールでお知らせします。 

 入札保証金は、入札の終了後に所定の手続を経て、申込書にて指定され

た金融機関口座への振込みにより返金します。 

ただし、落札者については、契約保証金へ充当します。 

 入札保証金には、利息を付しません。 
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 落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、入札保証

金は、津市に帰属することとなります。 

６ 入札及び開札 

 入札期間 

  平成２５年１０月１０日（木）１３時から１０月１７日（木）１３時ま 

 で 

 開札 

  平成２５年１０月１７日（木）１３時以降に行います。 

 入札方法 

  売却システムから入札価格を登録して行います。（入札は一度のみ可能

です。） 

  入札価格の登録は、予定価格（最低入札価格）以上の額で行わなければ

なりません。 

 入札をなかったものとする取り扱い 

  入札参加の資格を満たさない者が行った入札について、当該入札を取り

消し、当該入札がなかったものとして取り扱うことがあります。 

 入札の中止等 

不正な行為により一般競争入札の公正な競争が妨げられると判断される

場合又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札

を中止することがあります。 

７ 落札者の決定 

 売却システムでの入札において、津市が定める予定価格以上の最高の価

格の入札者をもって落札者と決定します。 

なお、予定価格については、最低入札価格とします。 

 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、売却シス

テムにおける自動抽選で落札者を決定します。 

 落札者には、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。 

 入札参加の資格を満たさない者が落札した場合又は入札金額の入力間

違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この

場合、売払物件の所有権は落札者に移転しません。 
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８ 土地の契約に付す条件 

  土地の買受人に対しては、契約において次の条件を付します。 

 用途制限 

落札者は、落札した物件を次の用途に供してはなりません。この事項に

違反したときは、津市は、売払物件を買戻しすることができます。 

この場合、利息を付さずに契約金額で買戻しするものとします。 

   なお、この金額には買受人が投下した一切の費用は、含みません。 

ア 暴力団の事務所の用途 

イ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法

律第１４７号）第４条第１項に規定する無差別大量殺人行為に係る用途 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第４項に規定する

接待飲食等営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これ

らに類する業に係る用途 

 契約の解除 

ア 買受人が契約書の各条項に違反したとき、又は契約に定められた義務

を履行しないときは、津市は契約を解除することができます。 

イ 上記により契約が解除されたときは、買受人は、津市の指定する期間

内に自己の費用で土地を原状に回復して、津市に引き渡さなければなり

ません。 

９ 契約 

 契約の締結 

落札者決定後、落札者は津市と契約を締結します。契約手続等の具体的

な方法については、追って連絡いたします。 

 契約書等の提出書類 

 ア 契約書 

津市から２部送付しますので、２部ともに署名・押印を行い、１部 

のみに収入印紙を貼付の上、２部とも平成２５年１１月６日（水）まで

に提出してください。津市による記名・押印後、１部を落札者へ返送し

ます。契約は、津市が、落札者より返送された契約書に記名押印したと

き確定します。 

イ 契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書 
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 ウ 市町村が発行する身分証明書（法人の場合は不要） 

 エ 所有権移転登記嘱託請求書 

オ 登録免許税法（昭和４２年法律第３５号）に定める登録免許税相当分

の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書 

   登録免許税額は次のとおりです。 

物件番号 

（区分番号）
所  在  地 登録免許税額 

１ 
津市白山町二本木字わち

の 3839 番 34 
８，８００円

※ 提出書類のうち、イ、エについては、津市ホームページから印刷でき

ます。 

 契約保証金 

ア 落札者から提出された契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書に

基づき、入札保証金の全額を契約保証金に充当し、その後、契約保証金

の全額を売払代金に充当します。 

イ 契約者が売払代金を支払期日までに納入しないなどの理由により、契

約を解除した場合は、契約保証金は津市に帰属します。 

10 売払代金の支払期限等 

売払代金{売払代金から契約保証金（入札保証金）を差し引いた残額}は、

平成２５年１１月８日（金）１４時までに、次の方法のいずれかで津市へ納

付しなければなりません。 

 津市が用意する納付書による納付 

 津市が指定する金融機関口座への振込みによる納付 

 現金の直接持参（持参したその日に納入手続を行いますので、開庁日の

１４時までに、津市政策財務部財産管理課へ持参してください。） 

11 所有権の移転・引渡し等 

 売払代金の全額納付があったときに所有権が移転するものとし、移転完

了後に物件を引き渡すものとします。 

 売払物件は、現状のまま引き渡すものとし、契約締結後、瑕疵が発見さ

れた場合、津市は一切の責任を負いません。 

 土地の所有権の移転登記は津市が行いますが、所有権の移転登記に必要
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な登録免許税額（収入印紙）は、落札者の負担となります。 

12 契約費用及び公租公課等 

次に掲げる費用については、すべて買受人の負担となります。 

 契約書に貼付する収入印紙（印紙税法の規定に基づき、契約金額により

変動します。） 

 物件引渡しに要する費用 

 所有権移転後の公租公課 

 その他契約に要する費用 

 物件引渡し後に必要となる費用 

 土地の所有権の移転登記に必要な登録免許税等 

13 その他 

 入札に参加しようとする方は、記載された事項について熟知しておいて

ください。 

 買い受けた土地に建物を建築するに当たっては、建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）等に

よる指導がなされる場合がありますので、あらかじめ関係機関で確認し

てください。 

 ′問い合わせ先 

     津市政策財務部 財産管理課 

     電話番号 ０５９－２２９－３１２５ 



津市公告第１４３号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年９月６日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年９月３日

２ 抑留期間 平成２５年９月１０日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市安濃町

田端上野 
雑種 白 雌 中型 

９１日

以上 

首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１４４号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２５年９月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１４５号 

 三重短期大学の教員を次のとおり募集します。 

  平成２５年９月１２日 

                     津市長 前 葉 泰 幸 

１ 専門分野 

 給食の運営 

２ 担当科目 

 給食計画実務論、同実習及び調理学、同実習とその関連科目（「校外実習」

と「事前・事後指導」を含む）、特別演習 

３ 採用職 

 教授、准教授又は講師 

４ 採用人員 

 １人 

５ 応募資格 

以下の から の条件を満たす者

 管理栄養士の資格を有する者 

 博士または修士の学位を有する者 

 担当予定科目の教育内容に関して５年以上の教育研究若しくは実務経

験を有する者。 

６ 採用時期 

 平成２６年４月１日（予定） 

７ 給与 

 津市職員の給与に関する条例等の定めるところによる。 

８ 公募締切 

 平成２５年１０月２１日（月）（午後５時必着） 

９ 面接日 

 平成２５年１２月１５日（日）（面接者には１１月２８日（木）又は１１月

２９日（金）にメール又は電話で連絡します。） 

10 提出書類 

 応募書類一覧表 

 履歴書（写真を貼付し、連絡先を明記してください。） 

 教育研究業績書 



 主要な著書、論文等の別刷り又はその写し５点以内 

 研究業績のうち当該担当科目に関する主要なもの３点の概要（各 800 字 

程度） 

 教育、研究に関する抱負(1,000 字程度) 

 管理栄養士免許証又は登録証の写し 

＊ 推薦状がある場合は添付してください。 

＊ 面接を受ける者は、面接時に最終学歴を証明する書類を提出してくだ

さい。 

＊  の教育研究業績書は指定の様式を使用してください。 

（本学ホームページ（http://www.tsu-cc.ac.jp）よりダウンロード可） 

11 選考方法 

本学教授会において、審議の上、決定します。 

12 その他 

採用された日以降は津市又はその周辺等に居住できること。 

13 書類提出先 

〒514-0112 三重県津市一身田中野 157 番地 

三重短期大学学長宛 

（封筒の表に「給食の運営専任教員応募書類在中」と朱書きしてください。） 

14 問い合わせ先 

三重短期大学 大学総務課総務担当 

電 話 ０５９－２３２－２３４１（代） 

ＦＡＸ ０５９－２３２－９６４７ 

E-mail 232-2341@city.tsu.lg.jp

（ただし、問い合わせは原則としてＦＡＸ又は E-mail とします。） 



津市公告第１４６号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年９月１３日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年９月９日

２ 抑留期間 平成２５年９月１７日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市安濃町

田端上野 
チワワ 黒茶 雄 小型 

９１日

以上 

首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市水道局告示第５号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２５年９月６日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞｽﾄﾚｽｷｭ

ｰｼｽﾃﾑ株式会社 

愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目

17 番 17 号 

平成 25 年 8 月 7 日 



津市水道局公告第１２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２５年９月２日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



































津市選挙管理委員会告示第６２号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

 平成２５年津市選挙管理委員会告示第４９号は、廃止する。

  平成２５年９月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数       ４,５７７人 

２  ６分の１の数     ３８,１４０人 

３  ３分の１の数     ７６,２８０人




